
 

社内研修・対外セ

ミナー講師なら、

「わかば事務所」

へご依頼下さい。 

• • • 

○会社法（種類株式） 

○担保制度 

○債権回収（裁判手続） 

○遺言・相続 

○成年後見制度 など 

当法人の司法書士が、セ

ミナー講師を請け負いま

す。所長の久保隆明は、

遺言・相続、成年後見制

度、債務整理、労働法、

契約トラブルなどのセミ

ナー講師経験があり、毎

年約１０件のセミナー講

師を務めています。お気

軽にご相談ください。 

 

=ACCESS MAP= 

 

                                          

司法書⼠法⼈わかば法務事務所は 

平成 23 年新しいスタートを切ります。 

①司法書士水谷廉平 

 

昭和３２年２月、岸内閣が誕

生。同年６月、日本コカコー

ラ設立。スポーツ界では立教

大学の長島茂雄が巨人への入

団を決めた。 

流行の歌謡曲は島倉千代子の

「東京だよおっ母さん」やフ

ランク永井の「有楽町で逢い

ましょう」。 

そんな昭和３２年４月、故水

谷廉平は司法書士事務所を開

業しました。 

 

②司法書士水谷秀樹 

 

昭和４６年１月、三島由紀

夫の本葬が執り行われ、同

年６月１７日沖縄返還協定

の調印式が挙行。同年８月

にはニクソン・ショック。

スポーツ界では第４８代横

綱大鵬が引退を表明。阪神

の江夏豊がプロ野球オール

スターゲームにて 9 連続奪

三振の記録樹立。流行の歌

謡曲は尾崎紀世彦「また逢

う日まで」や森進一「おふ

くろさん」。 

そんな昭和４６年１０月、

故水谷秀樹は、故水谷廉平

４人の司法書士が目指した良質の法的サービ

スの提供という思いは、『司法書士法人わかば

法務事務所』へ受け継がれる。足かけ５５年

目の今新たなスタートを切る。 
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とともに司法書士事務所を開

業しました。 

③司法書士久保悟郎 

 

昭和６１年４月、チェルノブ

イリ原子力発電所で大規模な

爆発事故が発生。同年９月に

は土井たか子が日本社会党委

員長に就任し、主要政党で日

本初の女性党首となった。ス

ポーツ界では清原和博がデビ

ューし、高卒新人最多の３１

本の本塁打をマーク。流行の

歌謡曲はテレサテンの「時の

流れに身をまかせ」渡辺美里

の「My Revolution」。 

そんな昭和６１年１２月、故

久保悟郎は司法書士事務所を

開業しました。 

④司法書士久保隆明 

 

平成１５年３月、イラク戦争

開戦。同年９月、自由党が野

党第 1 党の民主党へ合流し、

新たに「民主党」となった。

スポーツ界では、同年１月に

貴乃花が引退。同年 5 月、プ

ロスキーヤーの三浦雄一郎、

世界最高齢（70 歳）でのエベ

レスト登頂に成功。流行の歌

謡曲は SMAP『世界に一つだ

けの花』がダブルミリオンヒ

ット。 

そんな平成１５年１１月、久

保隆明は故久保悟郎とともに

司法書士事務所を開業しまし

た。 

⑤わかば法務事務所 

 

４人の司法書士としての人生

の始まりは別々でありました

が、故水谷廉平の思いを水谷

秀樹が、故久保悟郎の思いを

久保隆明が引き継ぎ、水谷秀

樹と久保隆明両名の事務所を

発展的に解消し、平成２１年

９月１日、八戸市番町に「司

法書士法人わかば法務事務所」

を設立しました。 

平成２３年５月１９日当法人

会長水谷秀樹は天に召されま

したが、お客様に対して永続

的で良質な法的サービスを提

供したいという思いは、当法

人に引き継がれています。司

法書士２名とスタッフ５名の

７人体制で、今後も業務を継

続して参ります。 

わかば法務事務所では、お客

様との距離をさらに近くした

いと考え、ニュースレターを

作成することに致しました。

法改正情報や法律豆知識、司

法書士久保の思うことや事務

所の風景など、皆様の日常の

お仕事や生活にお役に立てる、

ちょっとした休みの時間に読

んでいただけるようなニュー

スレターにしていきたいと思

っています。 

５５年に亘るそれぞれの個人

事務所に対するご厚誼と変わ

らず、新しいスタートを切っ

た当法人に対しましても、こ

れまでと同様のご愛顧をよろ

しくお願い申し上げます。 

平⽇夜間 

⼟・⽇

予約相談 OK
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私が司法書士事務所を開業し

た当初、相続登記の相談を受

けたとしても「遺言書」があ

る方は珍しく、今もその傾向

があります。 

ただ最近お客様の方から「遺

言書を作成したいのですが…」

という相談を受けることが多

くなってきています。一昔前

までは、家の財産は長男が相

続して、家を守っていくとい

う考えがあったのか、遺言書

がなくても、相続人全員で遺

産分割協議を成立させること

が多く、相続トラブルは、多

額の財産を持っている資産家

や感情問題で対立しているケ

ースに多かったのかもしれま

せん。 

近年、相続人の権利について、

雑誌やニュース、法律問題を

扱うテレビなどにより、市民

の権利意識が高まっています。

「長男だけが財産を相続する

のはおかしい」「私も法定相

続分は相続したい」と考える

方も多くなっているのも現実

です。 

「うちの子供たちは仲がよい

から話し合って決めてくれる

はずだし、もめるように育て

た覚えはない」などと遺言書

を遺さず他界し、その後兄弟

間で協議がまとまらず、亡く

なられた方の名義の不動産が

利用できず塩漬け状態になっ

ているケースも多くあります。 

「遺言なんて、資産家が作る

ものだから」「うちには財産

はないから」という言葉を聞

きますが、遺言書はいろいろ

な種類があって、低廉に作成

できる遺言書から、お金はか

かりますが安心のおける遺言

書まであります。ちょっとだ

け、遺言書の種類、メリット・

デメリットをお話します。 

①自筆遺言証書 

便せんとボールペンと印鑑が

手元にあれば、今からでも作

成することができる遺言書で

す。 

☆メリット 

・お金がかからない。 

・遺言書の内容と存在を秘密

にできる。 

・思い立ったらすぐに作成で

きる。証人の立会が不要。 

 

★デメリット 

・遺言書の作成方法を守らな

いと無効になってしまう。 

・全文を自筆で書かなければ

ならないので、字が書けな

いと作成できない。 

・自分で作成するため、遺言

書の成立を巡って、相続人

間でトラブルになることが

ある。 

・遺言者の死後家庭裁判所で

の「検認」手続を経ないと

ならないので、手続に手間

と時間がかかる。 

②秘密遺言証書 

自筆遺言証書やこれから説明

する公正遺言証書は、封印を

しないため、遺言の内容が他

の第三者に読まれてしまう可

能性があります。自分が亡く

なるまで遺言書の中身を完全

に秘密にしておきたい場合に

は、秘密遺言証書がおすすめ

です。 

☆メリット 

・自分が亡くなるまで、遺言

の内容を秘密にすることが

できる。 

・全文を自筆で記載する必要

がない。文面はワードプロ

セッサーなどで印字したも

「相続」が「争族」にならないように・・・ 

最近、遺⾔書作成の相談が増えてきています 
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のでもよい。代筆も可能で

ある。（但し、代筆者の氏

名住所を公証人に申述しな

ければならない。） 

★デメリット 

・遺言書の作成方法を守らな

いと無効になってしまう。 

・公証役場での手続があるた

め、手間と費用がかかる。 

・遺言者の死後家庭裁判所で

の「検認」手続を経ないと

ならないので、手続に手間

と時間がかかる。 

③公正証書遺言 

公証役場で作成する遺言書で

す。遺言の内容を公証人に話

し、その内容の遺言書を公証

役場が作成します。 

☆メリット 

・自署できない者も作成する

ことができる。 

・公証人が作成するため、法

律の要件を欠くことはない

ため、安心して遺言書を遺

すことができる。 

・原本が公証役場に保管され

るため、変造されるおそれ

がない。 

・家庭裁判所の「検認」手続

が不要である。 

★デメリット 

・費用がかかる。 

・証人を 2 名用意しなければ

ならない。 

３種類の遺言書について簡単

に説明させていただきました。

遺言書には「死」をイメージ

させ、あまり良いイメージを

抱かないことが、日本で遺言

書が作成されない理由かもし

れません。 

でも、遺言は「WILL」と英訳

されます。遺言は「遺される

こととなる愛する人への願い」

なのです。 

円満な相続が「争族」になら

ないように、遺言書の作成を

おすすめします。 

遺言書の作成は「司法書士法

人わかば法務事務所」までご

相談下さい！！ 

当事務所のスタッフを紹介します。誠意をもって対応いたし

ます。今後ともよろしくお願いいたします。 

代表 司法書士 行政書士 久保 隆明    1 段目左 

司法書士     三浦 康友  1 段目右 

不動産登記担当  川畑 千佳  2 段目左から 2 番目

不動産登記担当   佐藤 美由紀 2 段目左から 1 番目

商業登記担当    久保 純子  2 段目右から 1 番目

裁判事務担当    工藤 さおり 2 段目右から 2 番目

総務経理担当    久保 千恵子 2 段目中央 

このニュースレターは、当事務所の広告です。広告責任者  
青森県司法書士会所属 司法書士 行政書士 久保 隆明 


